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１ 計画規模

・ 通常収支分については、総額９兆４，９８１億円（前年度比６，８１８億円、６．７％減）を計上。

・ 東日本大震災分については、復旧・復興事業として総額１３億円を計上。その全額について公的資金を確保。

・ 通常収支分と東日本大震災分を合わせた総額は、９兆４，９９４億円（前年度比６，８２０億円、６.７％減）

うち普通会計分 ：６兆８，１７２億円（前年度比７，９１４億円、１０.４％減）
公営企業会計等分：２兆６，８２２億円（前年度比１，０９４億円、４.３％増）

２ 臨時財政対策債の発行

地方財源の不足に対処するため、地方財政法第５条の特例として臨時財政対策債９，９４６億円
（前年度比７，８５９億円、４４．１％減）を計上。

３ 脱炭素化推進事業の創設

地方公共団体が、地域脱炭素の基盤となる重点対策を率先して実施できるよう、脱炭素化推進事業（仮称）を創設することとし、
９００億円を計上。

４ 緊急防災・減災事業の推進

地方公共団体が、喫緊の課題である防災・減災対策に取り組んでいけるよう、緊急防災・減災事業において、対象事業を拡充すること
とし、５，０００億円（前年度同額）を計上。

５ 緊急自然災害防止対策事業の推進

地方公共団体が、緊急に自然災害を防止するための社会基盤の整備に取り組んでいけるよう、４，０００億円（前年度同額）を計上。

６ 緊急浚渫推進事業の推進

地方公共団体が、緊急に河川等の浚渫を実施できるよう、１，１００億円（前年度同額）を計上。

７ 公共施設等の適正管理の推進

地方公共団体が、公共施設等の適正管理に積極的に取り組んでいけるよう、公共施設等適正管理推進事業として、４，３２０億円
（前年度比９００億円、１７．２％減）を計上。

８ 過疎対策事業及び辺地対策事業の推進

資材価格等の高騰による建設事業費の上昇を踏まえつつ、過疎地域の持続的発展に関する施策及び辺地に係る公共施設の整備に
取り組んでいけるよう、それぞれ５，４００億円（前年度比２００億円、３．８％増）、５４０億円（同１０億円、１．９％増）を計上。

令和５年度地方債計画のポイント
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.
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一
一

般
会

計
債

公
共

事
業

等

災
害

復
旧

事
業

教
育

・
福

祉
施

設
等

整
備

事
業

（
1
）

学
校

教
育

施
設

等

防
災

対
策

公
共

用
地

先
行

取
得

等
事

業

公
共

施
設

等
適

正
管

理

（
8
）

施
設

（
一

般
財

源
化

分
）

（
2
）

地
域

活
性

化

一
般

（
3
）

（
2
）

緊
急

自
然

災
害

防
止

対
策

（
4
）

（
4
）

（
5
）

社
会

福
祉

施
設

一
般

廃
棄

物
処

理

一
般

単
独

事
業

（
1
）

一
般

補
助

施
設

等

過
疎

対
策

調
整

下
水

道
事

業

（
2
）

緊
急

浚
渫

推
進

（
3
）

（
5
）
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辺
地

対
策

公
営

企
業

債

電
気

事
業
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ガ
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事
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計

交
通

事
業

行
政

改
革

推
進

旧
合

併
特

例

（
7
）

令
和
５
年
度
地
方
債
計
画

（
通
常
収
支
分
と
東
日
本
大
震
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の
合
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辺
地

及
び

過
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建
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事
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緊
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防
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令
和

５
年

度
令

和
４

年
度

差
引

増
減
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/
(
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×
1
0
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計
画

額
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B
)

(
A
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-
(
B
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画
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事
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・
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畜
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事
業

地
域

開
発

事
業

計

合
計

工
業

用
水

道
事

業

港
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整
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病
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・
介

護
サ

ー
ビ
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事
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観
光

そ
の

他
事
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1
0
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脱
炭

素
化

推
進
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（
備

　
考

）

三公
的

資
金

民
間

等
資

金

　
公

営
企

業
の

資
金

不
足

額
が

発
生

又
は

拡
大

す
る

こ
と

と
な

る
場

合
に

お
い

て
発

行
す

る
特

別
減

収
対

策
企

業
債

市
場

公
募

　
東

日
本

大
震

災
復

興
特

別
会

計
予

算
に

係
る

国
庫

支
出

金
を

受
け

て
事

業
を

実
施

す
る

場
合

に
発

行
す

る
一

般
補

助
施

設
整

備
等

事
業

債

訳

国
の

予
算

等
貸

付
金

債

臨
時

財
政

対
策

債

　
地

方
税

等
の

減
収

が
生

じ
る

こ
と

と
な

る
場

合
に

お
い

て
発

行
す

る
減

収
補

塡
債

内

四
退

職
手

当
債

公
営

企
業

会
計

等
分

銀
行

等
引

受

そ
の
他
同
意
等
の
見
込
ま
れ
る
項
目

普
通

会
計

分

計
画

額
(
B
)

計
画

額
(
A
)

項
目

　
国

の
予

算
等

貸
付

金
債

の
（

　
）

書
は

、
災

害
援

護
資

金
貸

付
金

な
ど

の
国

の
予

算
等

に
基

づ
く

貸
付

金
を

財
源

と
す

る
も

の
で

あ
っ

て
外

書
で

あ
る

。

地
方

公
共

団
体

金
融

機
構

資
金

国
の

予
算

等
貸

付
金

　
防

災
・

減
災

、
国

土
強

靱
化

の
た

め
の

５
か

年
加

速
化

対
策

事
業

に
係

る
地

方
負

担
額

に
対

し
て

発
行

す
る

防
災

・
減

災
・

国
土

強
靱

化
緊

急
対

策
事

業
債

(
C
)
/
(
B
)
×
1
0
0

増
減

率

　
資

金
区

分
の

変
更

等
を

行
う

場
合

に
お

い
て

発
行

す
る

借
換

債

　
東

日
本

大
震

災
復

興
特

別
会

計
予

算
に

係
る

国
庫

支
出

金
を

受
け

て
事

業
を

実
施

す
る

場
合

に
発

行
す

る
公

営
企

業
債

　
公

営
企

業
の

事
業

区
分

に
お

い
て

発
行

す
る

震
災

減
収

対
策

企
業

債

　
財

政
再

生
団

体
が

発
行

す
る

再
生

振
替

特
例

債

総
計

令
和

５
年

度

(
A
)
-
(
B
)

(
C
)

令
和

４
年

度

五

財
政

融
資

資
金

差
引
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令和５年度地方債計画について①

令和５年度地方債計画については、引き続き厳しい地方財政の状況の下で、地方財源の不足に対処するための措置を講じ、

また、地方公共団体が緊急に実施する防災・減災対策、公共施設等の適正管理及び脱炭素化並びに地域の活性化への取組等を

着実に推進できるよう、所要の地方債資金の確保を図ることとするとともに、東日本大震災に関連する事業を円滑に推進できるよう、

所要額についてその全額を公的資金で確保を図ることとして、通常収支分、東日本大震災分のそれぞれについて策定している。

（１） 概況

総額は９兆４，９８１億円となり、前年度に比べて６，８１８億円、６．７％の減となっている。

このうち、普通会計分は６兆８，１６３億円で、前年度に比べて７，９１４億円、１０．４％の減、公営企業会計等分は２兆６，８１８億円で、前年度に

比べて１，０９６億円、４．３％の増となっている。

（２） 臨時財政対策債の発行

地方財源の不足に対処するため、地方財政法第５条の特例として臨時財政対策債９，９４６億円（前年度に比べて７，８５９億円、４４．１％の減）

を計上している。

（３） 脱炭素化推進事業の創設

地方公共団体が、地域脱炭素の基盤となる重点対策を率先して実施できるよう、現行の公共施設等適正管理推進事業（脱炭素化事業）の

対象事業に太陽光発電以外の再生可能エネルギーや電動車の導入等に係る事業を加え、脱炭素化推進事業を創設することとし、９００億円を

計上している。

（４） 緊急防災・減災事業の推進

地方公共団体が、喫緊の課題である防災・減災対策に取り組んでいけるよう、緊急防災・減災事業において、対象事業を拡充（社会福祉法人・

学校法人が行う指定避難所の生活環境改善のための取組への支援、消防本部への水中ドローンの配備）することとし、５，０００億円を計上している。

（５） 緊急自然災害防止対策事業の推進

地方公共団体が、緊急に自然災害を防止するための社会基盤の整備に取り組んでいけるよう、４，０００億円を計上している。

（６） 緊急浚渫推進事業の推進

地方公共団体が、緊急に河川等の浚渫を実施できるよう、１，１００億円を計上している。

１ 通常収支分
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令和５年度地方債計画について②

（７） 公共施設等の適正管理の推進

地方公共団体が、公共施設等の適正管理に積極的に取り組んでいけるよう、公共施設等適正管理推進事業を４，３２０億円計上している。

（８） 過疎対策事業の推進

資材価格等の高騰による建設事業費の上昇を踏まえつつ、過疎地域の持続的発展に関する施策に取り組んでいけるよう、５，４００億円

（前年度に比べて２００億円、３．８％の増）を計上している。

（９） 地方公営企業による生活関連社会資本の整備の推進

住民生活に密接に関連した地方公営企業の社会資本の整備を着実に推進するため、脱炭素化の取組及び事業の実施状況等を踏まえ、

所要額を計上している。

（10） 地方債資金の確保

公的資金については、前年度と同程度の割合（全体の４２．８％）を確保している。また、民間等資金については、その円滑な調達を図るため、

共同発行市場公募地方債としてグリーンボンドを新たに発行するなど、市場公募地方債の発行を引き続き推進することとしている。

（11） 財政融資資金の償還期間の延長

① 辺地対策事業（飲用水供給施設）について、１０年以内（うち据置２年以内）を３０年以内（うち据置５年以内）に延長することとしている。

② 過疎対策事業（簡易水道施設及び簡易水道施設であった水道施設）について、１２年以内（うち据置３年以内）を３０年以内（うち据置５年以内）

に延長することとしている。

※ ①及び②は利率見直し方式による貸付について適用される。

（１） 概況

復旧・復興事業として総額１３億円を計上している。

（２） 地方債資金の確保

東日本大震災分については、その所要額について全額を公的資金で確保することとしている。

２ 東日本大震災分
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令和５年度地方債計画について③

【参考１】 通常分・特別分の状況（通常収支分と東日本大震災分の合計）
（単位：億円、％）

【参考２】 地方債資金の構成内訳（通常収支分と東日本大震災分の合計）

（注）１ 公営企業会計等分はすべて通常分である。
２ 財源対策債については、公共事業等債等の内数である。

区 分
令和５年度 令和４年度 増減額 増減率

(A) (B) (A)-(B) (C) (C)/(B)×100

普通会計分 ６８，１７２ ７６，０８６ △ ７，９１４ △ １０．４

通 常 分 ４９，７２６ ４９，７８１ △ ５５ △ ０．１

特 別 分 １８，４４６ ２６，３０５ △ ７，８５９ △ ２９．９

臨 時 財 政 対 策 債 ９，９４６ １７，８０５ △ ７，８５９ △ ４４．１

財 源 対 策 債 ７，６００ ７，６００ ０ ０．０

退 職 手 当 債 ８００ ８００ ０ ０．０

調 整 １００ １００ ０ ０．０

公営企業会計等分 ２６，８２２ ２５，７２８ １，０９４ ４．３

総 計 ９４，９９４ １０１，８１４ △ ６，８２０ △ ６．７

通 常 分 ７６，５４８ ７５，５０９ １，０３９ １．４

特 別 分 １８，４４６ ２６，３０５ △ ７，８５９ △ ２９．９

区 分
令和５年度計画 令和４年度計画 差引 増減率

(A) 構成比 (B) 構成比 (A)-(B) (C) (C)/(B)×100

公 的 資 金 ４０，６５７ ４２．８ ４３，７２８ ４２．９ △３，０７１ △ ７．０

財 政 融 資 資 金 ２４，２３８ ２５．５ ２６，２６４ ２５．８ △２，０２６ △ ７．７

地方公共団体金融機構資金 １６，４１９ １７．３ １７，４６４ １７．２ △１，０４５ △ ６．０

（国の予算等貸付金） （ ２６６） － （ ３３５） － （△ ６９）（△ ２０．６）

民 間 等 資 金 ５４，３３７ ５７．２ ５８，０８６ ５７．１ △３，７４９ △ ６．５

市 場 公 募 ３４，１００ ３５．９ ３６，６００ ３５．９ △２，５００ △ ６．８

銀 行 等 引 受 ２０，２３７ ２１．３ ２１，４８６ ２１．１ △１，２４９ △ ５．８

合 計 ９４，９９４ １００．０ １０１，８１４ １００．０ △６，８２０ △ ６．７

（単位：億円、％）

（注）１ 市場公募地方債については、借換債を含め６兆3,200億円（前年度比3,000億円、4.5％減）を予定している。
２ 国の予算等貸付金の（ ）書は、災害援護資金貸付金などの国の予算等に基づく貸付金を財源とするものであって合計には含めていない。 9
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防災・減災のための取組の推進

○ 避難所における生活環境改善のための取組や消防本部における災害対応能力の向上のための取組を一層推進するため、「緊急

防災・減災事業費」の対象事業を拡充

＜取組例＞

・ 指定福祉避難所となっている社会福祉施設（養護老人ホーム等）における避難者の生活環境改善（要配慮者用の居室、避難者用トイレ、空調等）

のための取組への補助

・ 指定避難所となっている私立学校施設（体育館）における避難者の生活環境改善のための取組への補助

一般財源元利償還金の70％を地方交付税措置

緊急防災・減災事業債（地方債充当率100％）

(参考）緊急防災・減災事業費の概要

＜事業期間＞ 令和３年度～令和７年度 ＜事業費＞ ５，０００億円（令和５年度）

＜現行の対象事業＞ 公共施設の防災機能強化、指定避難所の生活環境改善、災害対応のための情報網の整備等

＜地方財政措置＞ 緊急防災・減災事業債（充当率１００％、交付税措置率７０％）

１．社会福祉法人・学校法人が行う指定避難所の生活環境改善のための取組への支援

２．消防本部への水中ドローンの配備

13



物価高騰への対応

○ 学校、福祉施設、図書館、文化施設など自治体の施設の光熱費の高騰を踏まえ、一般行政経費（単独）を７００億円増額

○ 資材価格等の高騰による建設事業費の上昇を踏まえ、津波浸水想定区域からの庁舎移転事業（緊急防災・減災事業債）と公立病

院の新設・建替等事業（病院事業債）における建築単価の上限を引上げ

○ 学校、福祉施設、図書館、文化施設など自治体の施設の光熱費の高騰を踏まえ、一般行政経費（単独）を７００億円増額

※ 普通交付税の単位費用により措置

○ 資材価格等の高騰による建設事業費の上昇を踏まえ、以下のとおり対応する

① 緊急防災・減災事業債：津波浸水想定区域からの庁舎移転事業における１㎡当たりの建築単価の上限を引上げ

（３６．１万円 ⇒ ４２．２万円）（17％増）

② 病院事業債：公立病院の新設・建替等事業における１㎡当たりの建築単価の上限を引上げ

（４０．０万円 ⇒ ４７．０万円）（18％増）

※ いずれも令和４年度事業債から新単価を適用

２．庁舎・公立病院の建築単価の引上げ

１．自治体の施設の光熱費高騰への対応
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防災・減災関連の地方債

補助／

単独
地方債の名称 対象事業 地方財政措置 事業期間

令和５年度

事業費

国庫補助

事業

防災・減災・国土強靱化

緊急対策事業債

「防災・減災、国土強靱化のための

５か年加速化対策」に基づく防災の

ための重要インフラ等の機能維持等

を目的とした国直轄・補助事業

充当率：１００％

元利償還金に対する

交付税措置率：５０％

令和３年度

～

令和７年度

8,179億円※

地方単独

事業

緊急防災・減災事業債

地方単独事業として実施する緊急性

が高く、即効性のある防災・減災対

策のための施設整備等

充当率：１００％

元利償還金に対する

交付税措置率：７０％

令和３年度

～

令和７年度

5,000億円

緊急自然災害

防止対策事業債

地方単独事業として緊急的に自然

災害の防止のために実施する防災

インフラの整備

（道路防災、治山、砂防、河川等）

充当率：１００％

元利償還金に対する

交付税措置率：７０％

令和３年度

～

令和７年度

4,000億円

緊急浚渫推進事業債

緊急的に実施する必要がある河川

等の浚渫

（堆積土砂の撤去等）

充当率：１００％

元利償還金に対する

交付税措置率：７０％

令和２年度

～

令和６年度

1,100億円

○ 災害が激甚化・頻発化する中、地方団体が防災・減災、国土強靱化対策に取り組めるよう、地方財政措置。

※「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」のうち、令和５年度分は令和４年度補正予算で措置
15



① 大規模災害時の防災・減災対策のために必要な施設整備（非常用電源、避難路、指定避難所の空調・Wi-Fi・バリアフリー整備 など）

② 大規模災害時に迅速に対応するための情報網の構築（防災行政無線のデジタル化、Ｊアラートに係る情報伝達手段の多重化 など）

③ 浸水対策等の観点から移転が必要と位置付けられた公共施設等の移設

④ 消防広域化事業等（広域消防運営計画等に基づき必要となる消防署所等の増改築、消防車両等の整備 など）

⑤ 地域防災計画上に定められた公共施設等の耐震化
※ 令和５年度は、新たに社会福祉法人・学校法人が行う指定避難所の生活環境改善のための取組への支援及び消防本部への水中ドローンの配備を対象事業に追加

※ 特定地域の振興や生活環境の整備のための一部の国庫補助金（離島活性化交付金等）を受けて実施する事業を含む

緊急防災・減災事業

対象事業

○ 東日本大震災等を教訓として全国的に緊急に実施する必要性が高く、即効性のある防災、減災のための地方単独事業
（事業期間は令和７年度まで）

充当率・元利償還金に対する交付税措置

緊急防災・減災事業債（充当率100％）

元利償還金の70％を地方交付税措置 一般財源

避難階段の整備 防災行政無線のデジタル化 公共施設の耐震化

【事業イメージ】

※事業費 ５,０００億円（令和５年度）
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〇 災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するために、地方団体が策定する 「緊急自然災害防止対策事業計画」に

基づき実施する地方単独事業（流域治水プロジェクト等に位置付けられた事業については、国庫補助要件を満たす事業も対象）

【対象施設】治山、砂防、地すべり、河川、林地崩壊、急傾斜地崩壊、農業水利防災（安全対策(用水路・ため池の防護柵等)）、

海岸保全、湛水防除、特殊土壌、地盤沈下対策、道路防災（法面・盛土対策、冠水対策等）、港湾・漁港防災、

農道・林道防災、都市公園防災、下水道

緊急自然災害防止対策事業

対象事業

〇 国の防災・減災、国土強靱化対策と連携して、地方団体が単独で実施する防災インフラの整備事業（事業期間は令和７年

度まで）

充当率・元利償還金に対する交付税措置

緊急自然災害防止対策事業債（充当率100％）

元利償還金の70％を地方交付税措置 一般財源

【事業イメージ】

小規模河川の護岸改修 山腹斜面の法面対策 ため池の堤体補強工事

※事業費 ４,０００億円（令和５年度）
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○ 地方団体が、各分野での個別計画（河川維持管理計画等）に緊急的に実施する必要がある箇所として位置付けた河川、

ダム、砂防、治山、防災重点農業用ため池等に係る浚渫（地方単独事業）

※１ 河川は、一級河川、二級河川、準用河川、普通河川が対象

※２ 浚渫には、土砂等の除去・処分、樹木伐採等を含む

※３ 河川、ダム、砂防、治山、防災重点農業用ため池等に係る浚渫について、国土交通省等より対策の優先順位に係る基準を地方団体に対して

示した上で、各地方団体において各分野の個別計画に緊急的に実施する箇所を位置付け

※４ 防災重点農業用ため池等とは、農業用ため池及び土地改良施設のうち貯水能力を有する施設（クリーク及び農業用ダム等）を指す

対象事業 ※事業費 １,１００億円（令和５年度）

（浚渫前） （浚渫後）

緊急浚渫推進事業債（充当率100％）

元利償還金の70％を地方交付税措置 一般財源

充当率・元利償還金に対する交付税措置

【事業イメージ（河川の浚渫）】

○ 河川氾濫などの浸水被害の防止等のため、地方団体が単独で実施する浚渫事業（事業期間は令和６年度まで）

緊急浚渫推進事業
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公共施設の適正管理、防災･減災対策に活用可能な地方債の一層の活用について

公共施設の適正管理、防災･減災対策に係る具体的な対策を検討するに当たって参考となるよう、総務省ホーム

ページにおいて、公共施設等適正管理推進事業債、緊急防災･減災事業債、緊急自然災害防止対策事業債及び

緊急浚渫推進事業債の活用事例を紹介しています。

以下の手引きや事例集を参考に、地方債を積極的に活用いただき、各地方公共団体における公共施設の適正

管理、防災･減災対策をより一層推進していただきますようお願いいたします。

「自治体施設・インフラの老朽化対策・防災対策のための地方債活用の手引き」

○ 公共用施設・社会基盤施設・公用施設ごとに、老朽化対策や防災・減災対策を実施する場合に、
どのような地方債が活用できるかについて、わかりやすく紹介。

• 自治体施設の集約化･複合化、長寿命化事業等への公共施設等適正管理推進事業債の活用例

• 防災拠点等となる施設の耐震改修事業への緊急防災･減災事業債の活用例

• 河川の護岸整備、道路の法面防護対策等への緊急自然災害防止対策事業債の活用例

• 河川等の土砂撤去や樹木の伐採への緊急浚渫推進事業債の活用例

「緊急浚渫推進事業債活用事例」

○ 緊急浚渫推進事業債の更なる活用を目的に、国土交通省と連携し、全国の河川･ダム･砂防におけ
る土砂撤去や樹木伐採に緊急浚渫推進事業債を活用した事例集を、令和５年１月に作成･公表。

○ 特に河川について、１級河川から、地方公共団体から問い合わせが多くあった、普通河川におけ
る活用事例及びその効果など、活用に役立つ参考事例を幅広く紹介。

総務省HPのURL： https://www.soumu.go.jp/main_content/000794104.pdf

総務省HPのURL ： https://www.soumu.go.jp/main_content/000856054.pdf

【資料７別紙】

19



 法律に基づいて国庫補助率のかさ上げが行われる事業（避難場所、避難経路の整備）

を実施する場合、地方負担の９０％に地方債が充当でき、地方負担の４５％に地方交

付税措置を講じることとしている。

 集団移転促進事業に関連して移転する公共・公用施設の除却を行うために要する経費

については、地方財政法第５条の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とする

ことができる。

日本海溝・千島海溝特措法に係る地方財政措置について

（例：社会資本整備総合交付金を活用して避難路を整備する場合）

地方 １／２

国 １／２ 地方債 90％
一般

財源

10％

国庫補助＋交付税措置

６０％

【
通
常
】

地方負担の20％

を交付税措置

国 ２／３ 地方債 90％
一般

財源

10％

国庫補助＋交付税措置

約８１．７％

【
特
例
】

地方 １／３

地方負担の45％

を交付税措置
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ローカル10,000プロジェクトにおけるふるさと融資の利用について

○ 当該プロジェクトを活⽤するためには、第⼀地⽅銀⾏・第⼆地⽅銀⾏・信⽤⾦庫・信⽤組合等、「地域⾦融機関によ
る融資」を条件としていたところ、⽇本政策⾦融公庫による融資及びふるさと融資を利⽤する場合の地⽅公共団体によ
る融資を融資元に追加。

R5年度制度改正

現⾏スキーム

改正後スキーム（ふるさと融資を利⽤する場合）

農 林 漁 業

活⽤可能な事業 (例)

製 造 業

宿 泊 業 観 光 業

……

食 品 加 工 業 地域エネルギー事業

○ 産学⾦官の連携により、地域の資源と資⾦を活⽤して、雇⽤吸収⼒の⼤きい地域密着型事業を⽀援する制度。

ローカル10,000プロジェクトの概要

○ 具体的には、地域振興に資する⺠間投資を⽀援するため、地⽅公共団体が地域⾦融機関の融資と協調して、公費
により助成。

⺠間事業者の初期投資費⽤

自治体による助成

１／２以内（※１）

地域金融機関による融資

自治体による助成額以上

自己資金

0円でも可

⺠間事業者の初期投資費⽤

自治体による助成

１／２以内（※１）

自己資金

0円でも可

ふるさと

融資
35%(※2)

地域金融機関

による融資
65％

※１ ⾃治体による助成のうち、1/2を国の交付⾦、残りの1/2を
特別交付税によって措置。ただし、以下に該当する場合は、
国の交付⾦の補助率をかさ上げ。

※２ 市町村が認定する地域脱炭素化促進事業⼜は（株）脱
炭素化⽀援機構が出資等を⾏う事業等については融資⽐率
45％とする。

・ 財政⼒の弱い条件不利地域︓2/3⼜は3/4
・ デジタル技術を活⽤した事業︓10/10
・ 脱炭素に関連する事業︓3/4
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○ 地⽅公共団体が⺠間⾦融機関等と共同して地域振興に資する⺠間事業活動を⽀援し、活⼒と魅⼒ある地域づくり
の推進に寄与するために、ふるさと財団による総合的な調査・検討を経て、⺠間事業者の設備投資に係る無利⼦資⾦
の貸付を⾏う制度。

制度の概要

＜要件⼀覧＞

⼀般の地域

地域再⽣計画認

定地域・沖縄県の

区域

⼀般の地域

地域再⽣計画認

定地域・沖縄県の

区域

45%（※）

通常の施設 42 52.5 54 67.5 67.5（※）

複合施設 63 78.7 81 101.2 101.2（※）

45%

通常の施設 10.5 13.1 13.5 16.8 16.8

複合施設 15.7 19.6 20.2 25.3 25.3

そ

の

他

市

町

村

融資⽐率 35% 45%

融資限

度額

雇⽤ １⼈以上

通常の地域
過疎地域（みなし過疎地域含む）

・離島地域・特別豪雪地域
定住⾃⽴圏・連携中枢都市圏・

東⽇本⼤震災被災地域

（岩⼿県、宮城県、福島県）

及び

脱炭素化に資する事業

都

道

府

県

・

指

定

都

市

融資⽐率 35% 45%

融資限

度額

雇⽤ ５⼈以上（脱炭素化に資する事業及び再⽣エネルギー電気事業は１⼈以上）

（単位︓億円）

※ 定住⾃⽴圏、連携中枢都市圏に係る融資⽐率・融資限度額の引上げ措置については、都道府県は対象外

○ 当該資⾦は地⽅債により賄われ、地⽅公共団体の利⼦負担分の75％について、特別交付税によって措置。

○ 地⽅公共団体が⺠間事業者に連帯保証料の補助を⾏う場合、補助額の75％について、特別交付税によって措置。

ふるさと融資制度について
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令和５年度地方債資金のポイント（公的資金の確保）

地⽅債計画額

個別事業における主な変更点

○ 市町村の資⾦要望及び国として特に推進する政策課題に対応するため、以下の事業における公的資⾦を重点的に確保

区分
令和４年度 令和５年度

計画額 財政融資資⾦
地⽅公共団体
⾦融機構資⾦

計画額 財政融資資⾦
地⽅公共団体
⾦融機構資⾦

① 学校教育施設等整備事業 1,454億円 800億円 146億円 1,682億円
925億円
(55.0%)

166億円
(9.9%)

② ⼀般廃棄物処理事業 807億円 559億円 110億円 981億円
680億円
(69.3%)

131億円
(13.4%)

③ 脱炭素化推進事業 ー ー ー 900億円 ー
360億円
(40.0%)

④ 辺地対策事業 530億円 514億円 16億円 540億円
514億円
(95.2%)

26億円
(4.8%)

⑤ 過疎対策事業 5,200億円 4,465億円 730億円 5,400億円
4,465億円
(82.7%)

930億円
(17.2%)

令和４年度 令和５年度

計画額 うち公的資⾦ 計画額 うち公的資⾦

101,814億円 43,728億円(42.9％) 94,994億円 40,657億円(42.8%)

（注）資⾦欄の（％）は計画額に占める割合

※ 東⽇本⼤震災分を含む。
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令和５年度地方債資金のポイント（借入条件の見直し）

辺地・過疎対策事業の償還期間

事故繰越に係る財政融資資⾦の借⼊れ

○ 財政融資資⾦の借⼊れについて、貸付対象事業が翌年度末時点で完成せずに事故繰越となる場合でも、
⺠間資⾦に振り替えることなく対応できるようにするため、事業の完成⾒込みでも翌年度末に借⼊れができる
よう運⽤の⾒直しを検討中

※ 現⾏制度においては、貸付予定額通知の送付を受けた翌年度末までが借⼊期限のため、貸付対象事業が
事故繰越となり翌年度末までに完成しない場合には、変更協議の上、⺠間資⾦による借⼊れが必要となっている

事業区分 現⾏ ⾒直し後

辺地対策事業
（飲⽤⽔供給施設）

10年（据置２年）

30年（据置５年）
過疎対策事業

（簡易⽔道施設及び
簡易⽔道施設であった⽔道施設）

12年（据置３年）

（注）利率⾒直し⽅式に限る

○ 財政融資資⾦について、施設の耐⽤年数を踏まえて、辺地対策事業（飲⽤⽔供給施設）及び過疎対策
事業（簡易⽔道施設及び簡易⽔道施設であった⽔道施設）の償還期間を延⻑
※ 利率⾒直し⽅式に限る
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76,000 76,900 

56,000 
47,200 

38,500 
32,800 32,400 

39,340 43,390
37,310 38,870 36,810 34,530 32,690 28,335 28,680 28,102 29,527 29,346

36,847 
26,264 24,238 

19,000 17,800 

16,140 

15,330 

14,060 
13,500 

2,100 

11,230 

18,330 
21,590 

18,930 
21,740 21,720

20,500 19,710
18,160 18,117 17,799 18,393 18,225

21,826 

17,464 
16,419 

19,400 24,000

31,600 

33,000 

35,000 

34,000 34,000 

36,700 

43,000 

42,000 
44,400 44,400

42,600 
40,000 

36,900 38,200 38,200 
39,400 38,500 

44,700 

36,600 
34,100 

50,839 

66,145 

71,103 

59,836 

51,906 

44,808 45,046 

47,474 

50,996 

39,100 
35,291 

33,948 
32,197 

29,664 

29,067 
31,448 32,408 

32,764 
31,289 

33,010 

21,486 
20,237 

165,239 

184,845 

174,843 

155,366 

139,466 

125,108 124,776 

141,844 

158,976 

137,340 
140,301 

136,878 

129,827 

122,064 

112,462
116,445 116,509 

120,084 
117,360 

136,383 

101,814 
94,994 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

政府資金 公庫資金 機構資金 市場公募資金 その他民間等資金

公的資金 民間等資金

（億円）

（年度）

地方債計画額（当初）の推移（資金別）

※東日本大震災分を含む。 25



46.0%
41.6%

32.0% 30.4%
27.6% 26.2% 26.0% 27.7% 27.3% 27.2% 27.7% 26.9% 26.6% 26.8% 25.2% 24.6% 24.1% 24.6% 25.0% 27.0% 25.8% 25.5%

11.5%

9.6%

9.2% 9.9%
10.1% 10.8%

1.7%

9.0%
12.9% 13.6% 13.8%

15.5% 15.9% 15.8% 16.1%
16.1% 15.6% 15.3% 15.3% 15.5%

16.0% 17.2% 17.3%

11.7%

13.0%

18.1% 21.2% 25.1% 27.2% 27.2%
25.9% 27.0%

30.6%
31.6% 32.4% 32.8% 32.8%

32.8% 32.8% 32.8% 32.8% 32.8%
32.8%

35.9% 35.9%

30.8%
35.8%

40.7% 38.5% 37.2% 35.8% 36.1% 33.5% 32.1%
28.5%

25.2% 24.8% 24.8% 24.3% 25.8% 27.0% 27.8% 27.3% 26.7% 24.2%
21.1% 21.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

政府資金 公庫資金 機構資金 市場公募資金 その他民間等資金

（年度）

公的資金 民間等資金

共同発行市場公募地方債の発行開始

初めて民間等資金の割合（58.8%）
が公的資金の割合（41.2%）を上回る

初めて市場公募資金が最も高い
割合を占める（30.6%）

※東日本大震災分を含む。

地方債計画額（当初）における資金別構成比の推移
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合計 6.3兆円程度（④ 6.6兆円程度）

全国型市場公募地⽅債 6.3兆円程度（④ 6.6兆円程度）

10年債 3.2兆円程度（④ 3.4兆円程度）

共同発⾏分 1.2兆円程度（④ 1.2兆円程度）

個別発⾏分 2.0兆円程度（④ 2.2兆円程度）

中期債（5年債等） 1.0兆円程度（④ 1.2兆円程度）

超⻑期債（20年債、30年債等） 0.7兆円程度（④ 1.1兆円程度）

フレックス分 1.4兆円程度（④ 0.9兆円程度）

住⺠参加型市場公募地⽅債 170億円程度（④ 150億円程度）

H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5

市場公募地⽅債計画額 4.3 4.0 3.7 3.8 3.8 3.9 3.9 4.5 3.7 3.4

地⽅債計画総額に占める割合 32.8％ 32.8％ 32.8％ 32.8％ 32.8％ 32.8％ 32.8％ 32.8％ 35.9％ 35.9%

令和５年度市場公募地方債について

〈参考〉市場公募地⽅債の地⽅債計画（当初）計上額推移

【令和５年度市場公募地⽅債発⾏予定額（借換分を含む）】

（単位︓兆円）

（注1）上記数値は、表⽰数値未満を四捨五⼊したものであるので、合計と⼀致しない場合がある。

（注2）上記の発⾏予定額は変更される可能性がある。

（注3）共同発⾏分には、共同発⾏分（グリーンボンド）での発⾏を予定している額を含む。

（注4）フレックス分には、償還年限未定分を計上している。
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年度

全 国 型 市 場 公 募 地 方 債 住民参加型
市場公募地

方債

外 貨
地方債

10 年債
2年債 3 年債 5 年債 6 年債 7 年債

超 長 期 債
合計

個別発行 共同発行 12 年債 15 年債 18 年債 20 年債 25 年債 30 年債

団
体
数

発行額
団
体
数

発行額
団
体
数

発行額
団
体
数

発行額
団
体
数

発行額
団
体
数

発行額
団
体
数

発行額
団
体
数

発行額
団
体
数

発行額
団
体
数

発行額
団
体
数

発行額
団
体
数

発行額
団
体
数

発行額
団
体
数

発行額
団
体
数

発行額
団
体
数

発行額

H15 20 23,710 27 8,470 19 10,450 3 700 1 200 29 43,530 79 2,682

H16 25 26,770 27 12,430 22 12,320 1 150 5 1,350 2 300 33 53,320 94 3,276 1 217

H17 29 29,100 27 13,080 24 13,020 1 200 9 2,350 4 700 35 58,450 106 3,445 1 608

H18 32 26,500 29 13,240 25 10,550 1 400 1 100 15 3,600 5 700 38 55,091 124 3,513 1 499

H19 34 24,400 28 12,140 26 10,650 1 200 19 4,950 10 1,790 42 54,130 123 3,083 1 499

H20 37 26,550 30 12,300 2 750 25 11,580 19 7,780 10 1,850 44 60,810 102 2,650

H21 39 32,100 33 13,900 1 280 2 800 27 14,080 20 8,260 9 1,700 47 71,120 88 2,488

H22 43 31,250 35 16,200 1 200 4 700 31 14,920 1 500 1 400 22 6,590 11 1,620 49 72,380 91 2,441

H23 45 26,180 35 15,360 2 500 2 200 32 13,260 2 300 6 1,200 22 6,090 10 1,400 51 64,490 80 2,137 1 499

H24 46 26,160 36 15,150 2 700 33 12,300 2 300 4 600 1 280 5 1,270 24 6,060 6 920 52 63,740 78 2,028 1 698

Ｈ25 49 28,730 36 15,170 1 900 2 450 32 12,580 2 200 6 810 2 370 6 1,420 23 6,300 8 1,900 54 68,830 74 1,864 1 1,016

H26 48 26,930 36 14,740 1 900 2 260 32 12,120 4 700 1 200 10 2,240 1 150 23 7,690 10 1,800 54 67,730 65 1,746 1 1,023

H27 50 27,100 36 14,210 1 600 32 11,710 3 600 1 120 7 1,400 24 8,000 13 2,590 55 66,330 62 1,516 1 1,201

H28 50 25,790 36 12,040 31 10,100 3 500 26 8,870 1 150 22 4,770 55 62,220 32 373 1 1,089

H29 50 22,410 36 12,060 ３３ 10,600 ６ ６００ 34 10,350 １ １５０ 23 4,760 55 60,930 13 182 1 555

H30 50 23,480 36 12,070 ３3 10,740 3 800 36 10,370 1 200 23 5,350 55 63,010 12 199 １ 547

Ｒ1 51 23,730 36 12,370 35 11,680 2 300 36 10,170 2 450 21 5,750 56 64,450 8 153 １ 1,102

R2 53 27,380 36 12,060 35 13,560 2 650 37 10,750 2 ３００ 21 5,150 58 69,850 7 163 1 1,620

R3 54 26,480 37 13,750 11
343

※1年債
35 14,300 3 600 37 11,720 1 200 23 4,950 ５９ 72,３４３ 6 156 1 ６６０

出所：地方債協会等

市場公募地方債の発行実績の推移 （単位：億円）
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○ 近年発⾏されているESG/SDGs債とは、⼀般に、①環境・社会へのポジティブなインパクトを有し、⼀般的にスタン
ダードとして認められている原則（ICMA原則等）に沿った認証を取得した債券であり、②対象事業全体がSDGsに資

すると考えられ、改善効果に関する情報開⽰が適切になされている債券のこと。

グリーンボンド
ソーシャル

ボンド

サステナビリティ

ボンド

トランジション
ボンド

サステナビリティ
リンクボンド

概
要

環境問題の解決に資するグ
リーンプロジェクトに要す
る資⾦の調達を⽬的とする
債券

社会課題の解決に資する
ソーシャルプロジェクトに
要する資⾦の調達を⽬的と
する債券

グリーン及びソーシャル
双⽅のプロジェクトに要
する資⾦の調達を⽬的と
する債券

脱炭素社会への「移⾏」
に関連する事業に要する
資⾦の調達を⽬的とする
債券

発⾏体の定めるサステナビ
リティ⽬標の達成度合いに
応じて条件が変動する債券

資
⾦
使
途
の
例

個別事業に紐付ける形で資⾦使途を特定
サステナビリティ⽬標の
達成に資する事業の実施

（個別事業への紐付けは
発⾏時点では不要）

再⽣可能エネルギー、エネ
ルギー効率改善、汚染防⽌
及び抑制

⼿頃な価格のインフラ、必
要不可⽋なサービス等を対
象者層に提供する事業
（コロナ対策事業も該当）

グリーン⼜はソーシャル
の性格を持つ事業

エネルギー、輸送、製造

⾃
治
体
の
充
当
事
業
例

・下⽔道管渠、ポンプ場、
処理センターの改築更新
・ごみ処理施設の整備
・⾃治体保有施設・設備
（庁舎、信号機等）の照明
のLED化
・環境認証を取得した庁舎
新築・改修
・河川護岸整備、浚せつ、
砂防堰堤等の整備

・特別⽀援学校等、公⽴学
校の整備
・雇⽤・就業促進施設等の
整備
・介護⽼⼈保健施設等の整
備費補助
・道路のバリアフリー化

左記グリーンボンド関係
事業⼜はソーシャルボン
ド関係事業

発⾏例なし 個別事業の紐付けなし

国
の
⽀
援

・環境省「グリーンボンド
ガイドライン2022年版」
・環境省による発⾏⽀援補
助⾦

・⾦融庁「ソーシャルボン
ドガイドライン」を策定
（R3.10）

―

・⾦融庁、経産省、環境
省「クライメート・トラ
ンジション・ファイナン
スに関する基本指針」
（R3.5）

・環境省「サステナビリ
ティ・リンク・ボンドガイ
ドライン2022年版」
・環境省による発⾏⽀援補
助⾦

○ 主なESG/SDGs債

地方公共団体における多様な資金調達について（ESG/SDGs債）
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ESG/SDGs地方債（全国型市場公募債）発行実績（R1～R4（予定含む））

平成29〜令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度（予定含む）

グリーン
ボンド

東京都

平成29年〜
令和元年度

各100億円
（5年50億、
30年50億）

東京都
200億円
（5年100億、
30年100億）

東京都
300億円

（5年150億、30
年150億）

東京都
300億円

（5年150億、
30年150億）

神奈川県 50億円
（5年）

神奈川県 100億円
（5年）

神奈川県 110億円
（5年）

⻑野県 50億円
（10年）

⻑野県 100億円
（10年）

⻑野県
130億円

（10年100億円、
定償20年30億円）

三重県 50億円
（10年）

三重県 65億円
（10年）

川崎市 50億円
（5年）

川崎市 100億円
（5年）

福岡市 50億円
（10年）

福岡市
（2⽉以降予定）

100億円
（10年）

静岡県 50億円
（5年）

愛知県 100億円
（5年）

⼤阪府 50億円
（15年）

兵庫県
200億円

（10年100億円、
20年100億円）

⾼知県
（3⽉予定）

50億円
（5年）

仙台市 50億円
（5年）

相模原市
（2⽉予定）

50億円
（10年）

京都市 50億円
（5年）

⼤阪市
（1⽉予定）

50億円
（5年）

GB計 各年100億円 300億円 650億円 1,455億円
（＋広島県もR4発⾏を予定）
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ESG/SDGs地方債（全国型市場公募債）発行実績（R1～R4（予定含む））

平成29〜令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度（予定含む）

ソーシャルボンド － － 東京都
600億円

（5年300億円
×２）

東京都
300億円
（5年）

サステナビリティ
ボンド － －

北九州市
100億円
（10年）

北九州市
100億円
（10年）

埼⽟県
150億円
（10年）

横浜市
100億円
（5年50億、
30年50億）

サステナビリティ
・リンクボンド － － － 滋賀県

50億円
（10年）

ESG/SDGs地⽅債
計

各年100億円 300億円 1,350億円 2,155億円（＋α）

※京都市は令和3年度に「京都市SDGs債」として11億円（10年）の私募型市場公募債を発⾏。
※神⼾市は市ビジョンに対して認証を取得し、令和3年度に発⾏する個別債全て（1,500億円）を「神⼾市SDGs債」として発⾏。令和4年度も同様の発⾏を実施。
※名古屋市は市総合計画に対して外部評価を取得し、令和4年度12⽉に「名古屋市SDGs債」として100億円（20年）の全国型市場公募債を発⾏。
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

（bp）

10年共同債対国債スプレッド(左軸) 10年個別地方債対国債スプレッド(左軸) 10年東京都債対国債スプレッド(左軸) 10年国債金利(右軸)

（％）

10年新発国債利回りと10年地方債の対国債スプレッド推移

※ 公募地方債は、平成18年９月以降、個別条件交渉方式により決定されているため、ここでは、各月の最初の条件決定がされた個別地方債を用いて対国債スプレッドを算出
している。

※ 国債利回りの低下に伴い、共同債（平成28年５～７月、令和元年７～10月、令和２年3月）・公募地方債（平成28年４～８月、令和元年６～11月、令和２年３月）・東京都債（平
成28年４～８月、令和元年６～11月）は、絶対値でのプライシングが行われた（同期間の対国債スプレッドは、スプレッドプライシングが有効であった場合の水準）。

2008年9月
ﾘｰﾏﾝ･ｼｮｯｸ

2011年3月
東日本大震災

2020年～
新型コロナウイルス

感染拡大

2022年～
海外金融政策におけ
る利上げへの転換
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ESG /SDGs地方債（10年債）の需要状況

発行体名 種別 条件決定日 発行額 スプレッド 需要倍率

【R４/４月債】

滋賀県 サステナビリティ・リンク 2022/4/22 50億円 C+6bp 9.5倍

兵庫県 （非ESG） 2022/4/14 100億円 C+6bp 2.5倍

【８月債】

川崎市 グリーン 2022/8/5 100億円 C+12bp 6.0倍

千葉市 （非ESG） 2022/8/3 100億円 C+12bp 1.9倍

【９月債】

埼玉県 サステナビリティ 2022/9/2 150億円 C+13bp 4.0倍

北九州市 サステナビリティ 2022/9/2 100億円 C+13bp 4.3倍

兵庫県 グリーン 2022/9/7 100億円 C+13bp 4.9倍

愛知県 （非ESG） 2022/9/2 110億円 C+13bp 1.0倍

【10月債】

三重県 グリーン 2022/10/5 65億円 C+19bp 8.2倍

千葉県 （非ESG） 2022/10/5 200億円 C+20bp 1.2倍

福岡県 （非ESG） 2022/10/5 150億円 C+20bp 1.1倍

【11月債】

大阪市 （非ESG） 2022/11/2 100億円 C+20bp 1.5倍

【12月債】

名古屋市 （非ESG） 2022/12/2 150億円 C+29bp 1.5倍

【R５/1月債】

京都市 （非ESG） 2023/1/6 100億円 C+27bp 2.7倍

※報道ベース 33



ESG /SDGs地方債（5年債）の需要状況

発行体名 種別 条件決定日 発行額 スプレッド 需要倍率

【R４/9月債】

仙台市 グリーン 2022/9/2 50億円 C+9bp 8.4倍

静岡県 グリーン 2022/9/16 50億円 C+9bp 9.8倍

横浜市 （非ESG） 2022/9/2 100億円 C+9bp 2.0倍

【10月債】

東京都 グリーン 2022/10/14 150億円 C+8bp 8.6倍

神奈川県 グリーン 2022/10/20 110億円 C+8bp 8.8倍

愛知県 （非ESG） 2022/10/5 300億円 C+9bp 1.2倍

【11月債】

埼玉県 （非ESG） 2022/11/2 300億円 C+12bp 2.0倍

【12月債】

愛知県 グリーン 2022/12/7 100億円 C+11bp 9.7倍

埼玉県 （非ESG） 2022/12/2 250億円 C+12bp 1.8倍

東京都 （非ESG） 2022/12/2 700億円 C+12bp 1.0倍

※報道ベース 34



令和５年度共同発行市場公募地方債（グリーンボンド）について

○ 我が国の地⽅債市場におけるグリーンボンド等のESG/SDGs債への需要の⾼まりを踏まえ、地⽅団体の安
定的な資⾦調達のため、令和５年度から初めて共同発⾏形式でグリーンボンド（グリーン共同債）を発⾏
する。

【グリーンボンドの共同発⾏のメリット】

・ 複数の地⽅団体が対象事業を持ち寄ることにより、個別にロットを確保できない団体においても
グリーンボンドの発⾏が可能。

・ フレームワーク作成等に係る事務負担や外部評価取得等に係る費⽤負担が軽減できる。

【発⾏概要】（令和５年１⽉現在）

○ 参加希望団体数 ３３団体

○ 発⾏予定額 ８００億円程度

○ 発⾏時期・年限 令和５年度後半に１０年債を発⾏予定
※共同発⾏⽅式とは、複数の地⽅団体が共同して地⽅債を発⾏する⽅式。発⾏した地⽅債の元利⾦償還については、

参加団体が連帯して債務を負う。

○ グリーン共同債は、可能な限り多くの団体・⼤きなロットで発⾏することが、各参加団体の負担する発⾏コス
トの低減や、円滑な発⾏につながるため、引き続き参加団体や発⾏予定額の増加を図っていくことが重要。

○ 令和５年３⽉初頭を期限として、新たな参加団体や発⾏予定額の増額を受け付けているため、各団体に
おかれては積極的に検討されたい。
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令和５年度共同発行市場公募地方債（グリーンボンド）について

○ 省エネルギーに関する事業

・団体保有施設の設備更新（照明のLED化、エレベーターの更新、空調設備の更新）

○汚染の防⽌と管理に関する事業

・下⽔道事業、集落排⽔施設整備事業（処理場や管渠の整備・更新、広域化・共同化事業等）

・ごみ処理施設の整備・更新

○⾃然資源・⼟地利⽤の持続可能な管理に関する事業

・基幹的な林道の整備

○クリーンな運輸に関する事業

・公⽤⾞の電動⾞化（EV、HV⾞の導⼊）

○気候変動に対する適応に関する事業

【参考】グリーン共同債の充当候補事業の例

・河川の浚渫事業（緊急浚渫推進事業債活⽤事業等） ・河川の氾濫防⽌対策（堤防の整備、護岸改修等）

・洪⽔調整施設（ため池、調節池、地下⽔路等）の整備 ・農業⽔利施設（排⽔機場等）改修

・治⽔ダムの整備 ・砂防施設の整備

・治⼭施設の整備 ・急傾斜地崩壊防⽌施設、地すべり防⽌施設の整備

・道路等の法⾯対策

グリーン共同債の充当候補事業の主な例としては、下記事業が挙げられる。

特に、下⽔道関係事業や気候変動への適応関係事業については、⼀定の事業規模を確保することができると
考えており、積極的に検討願いたい。
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